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１ 総 則 

（１）この仕様書は須坂市（以下「当市」という。）が調達し、小布施分署で使用する空気呼吸器

及び空気呼吸器用ボンベについて定める。 

 （２）呼吸器及びボンベは、全般に亘って検査が行われ、この使用をすべて満たすものでなければ

ならない。 

 

２ 仕 様 

  【空気呼吸器】 

（１）日本工業規格（以下「JIS」）T8150 の規格に適合する呼吸器であること 

（２）プレッシャデマンド形の自動陽圧切替型であること 

 （３）29.4MPa の軽量空気ボンベが取り付けられること 

 （４）ハーネス等構成する部品は難燃性であること 

 （５）背板の素材は合成樹脂であり、ベルトの素材はアラミド繊維であること 

 （６）ボンベ取り付けバンドは、ワンタッチカムレバー方式でボンベの脱着が迅速に出来ること 

 （７）ハーネスの種類は、ACT（アクト）ハーネスであること 

  （６）小布施分署に既に配備されているＣＸ面体が取り付けられる構造であること 

 （８）製造年は納入可能な最新の製造年であること 

 

  【空気呼吸器用空気ボンベ】 

（１） カーボン繊維製 FRP-アルミニウム合金 

（２） 内容量 6.8ℓ 

（３） 携行空気量 1.840ℓ 

（４） 質量（そくし弁、空気は除く）3.6 ㎏ 

（５） 外径 172ｍｍ±5ｍｍ 

（６） 長さ（そくし弁除く）450ｍｍ±10ｍｍ 

（７） 最高充填圧力 29.4MPa 

（８） 耐圧検査圧力 49.0MPa 

（９） 製造年は納入可能な最新の製造年であること 

 

３ 参考商品 

 【空気呼吸器】 

  エア・ウォーター防災株式会社 ライフゼム A1-12 

 【空気呼吸器用空気ボンベ】 

  ブルネッカー 730C3AZ 

４ 納入場所 

  須坂市消防本部・須坂市消防署 小布施分署 
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５ 納入期限 

  空気呼吸器の納入期限は 令和７年９月 30日（火）とする。 

６ 器数 

  空気呼吸器 ２器 

  空気呼吸器用ボンベ ２本 

 

７ 納入時の検査  

小布施分署は次の項目について検査を行う。 

（１）外観点検、目視検査（検査のため、ボンベは事前に空気を充填した状態で納品すること） 

（２）納品数量 

（３）使用説明書及び保証書 

 

８ 納入場所（担当者） 

  上高井郡小布施町大字小布施 1491 番地 2 

須坂市消防本部須坂市消防署 小布施分署 

担当者 主幹 篠塚 和典（電話 026－247－5901） 

 

９ その他 

（１）参考商品と同等以上の製品も認める。その場合は事前に担当者までカタログ等を持参のうえ

了承を得ること。 

（２）製品の保障（製造側責任による故障が生じた場合の無償修理及び通常使用時での故障の無償

修理）期間は納入後１年間とする。 

（３）この仕様に質疑が生じたときは、担当者に連絡し、指示を受けること。 


